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第十次山口市高齢者保健福祉計画 
第九次山口市介護保険事業計画 策定方針 
１ 計画の趣旨 

令和３年度から令和５年度までを計画期間とする「第九次山口市高齢者保健福祉計画・第八次
山口市介護保険事業計画」では、高齢者福祉の充実に向けた目標の実現に向け、「高齢者が、
家族や地域の「絆」に支えられ、自分らしく、元気に、暮らし続けられるまち」を基本方針と
して掲げ、令和３年１０月には「山口市成年後見センター」を高齢福祉課内に設置したほか、
令和４年４月からは、市内５ヵ所の地域包括支援センターを７ヵ所へと増設し、高齢者支援体
制の充実を図るとともに、介護サービスの充実に向けて、高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らせるための地域密着型サービスの整備や、質の高い介護サービスの提供体制の確保に向け
た、介護人材の確保・育成に取り組んでいます。 
また、包括的な相談支援体制を構築するため、「やまぐち『まちの福祉相談室』」（通称：

ふくまる相談室）を令和５年４月に市内全ての地域包括支援センター、山口市社会福祉協議会
に設置し、福祉の困りごとを抱えている方の課題を把握し、高齢、障がい、子ども、生活困窮
など適切な分野の専門相談機関とつなぐなど、関係機関と連携した支援等の取組を進めている
ところです。 
こうした中、本市の高齢者人口は、令和５年３月末において５６,８２６人、高齢化率は

３０．２８％であり、次期計画期間中に、いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる令和７年を
迎えます。今後、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年まで高齢者人口の増加傾向
が続き、とりわけ要介護認定率や介護給付費が増加する８５歳以上人口の７５歳以上人口に占
める割合が高くなる一方で、生産年齢人口は減少していくことが見込まれています。 
こうした状況を踏まえ、地域住民や地域の多様な主体の参画や連携を通じた「地域共生社

会」を実現するため、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組を進めるとともに、中
長期的な人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えた介護サービス基盤の計画的な整備や
地域包括ケアシステムを支える介護人材及び介護現場の生産性向上に向けた取組を進める必要
があります。 
「第十次山口市高齢者保健福祉計画・第九次山口市介護保険事業計画」においては、国の基

本指針の告示に向けた動向を注視しながら、「第九次山口市高齢者保健福祉計画・第八次山口
市介護保険事業計画」の基本方針を継承し、高齢者に関する各種施策の具体的な取組の考え方
や目標を定めるとともに、取り組むべき施策、事業とその実施効果及び成果目標を明確にして
いきます。 
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２ 計画の位置づけ 

   「高齢者保健福祉計画」は老人福祉法第２０条の８第１項に基づき、また、「介護保険事業
計画」は介護保険法第１１７条第１項に基づき一体的に策定し、本市のまちづくりの基本指針
である「第二次山口市総合計画」における高齢者の保健福祉施策を実現するための部門計画と
して位置づけています。 

３ 計画期間 

  計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

４ 策定体制 
（１）市民参加 
①「在宅介護実態調査」（対象：要支援・要介護の高齢者）実施 
②「すこやか長寿アンケート」（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、対象：要介護以外の高齢
者）実施 
③「介護人材実態調査」実施 
④「居宅介護支援事業所等アンケート調査」実施 
⑤「介護保険施設等入所申込者状況調査」実施 
⑥「有料老人ホーム等入所申込状況調査」実施 
⑦パブリックコメント実施 
⑧「山口市すこやか長寿対策審議会」への公募委員の参画及び審議会の公開 

（２）審議体制 
   「山口市すこやか長寿対策審議会」において審議を行っていただきます。 
（３）庁内体制 
  ①経営会議 
    計画策定に係る重要な事項の協議を行います。 
  ②高齢者対策推進会議 
    計画策定に係る関連部局の意見調整を行います。 
  ③策定事務局 
    計画策定に係る事務は、健康福祉部内の策定事務局（高齢福祉課・介護保険課）にて行い

ます。  
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 参照 意見 

諮問 

《市民参加・審議体制》 《庁内体制》 

すこやか長寿対策審議会 

在宅介護実態調査 

すこやか長寿アンケート 

居宅介護支援事業所等 
アンケート調査 

介護保険施設等 
入所申込者状況調査 

パブリックコメント 

介護人材実態調査 

市 長 
経営会議 

高齢者対策推進会議 

策定事務局 

実施 

有料老人ホーム等入所申込状況調査 
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（４）策定スケジュール 

年月 予定 
令和４年 ８月 【審議会】 

「第十次山口市高齢者保健福祉計画」「第九次山口市介護保険事業計画の策
定について、在宅介護実態調査の実施について 

９月  
１０月  
１１月 【審議会】 

すこやか長寿アンケートの実施について 
１２月  

令和５年 １月   
２月 【審議会】 

「第九次山口市介護保険事業計画」の策定に係る 
各種アンケート調査の実施について 

３月  
４月  

５月 【審議会】 
「第十次山口市高齢者保健福祉計画」「第九次 
山口市介護保険事業計画」の策定方針について 

６月  
７月  

 
【審議会】アンケート結果概要報告・アンケート結果分析 

８月  
９月 【審議会】計画骨子案 
１０月 【審議会】計画素案 

１１月  
１２月  

令和６年 １月 【審議会】計画第二次素案 
２月 【審議会】計画最終案 
３月  

 

【国からの基本的考え方の提示】 

パブリックコメント(１２～１月) 

山口市高齢者対策推進会議・経営会議⇒計画策定・公表 

介護保険料の最終設定 

山口市高齢者対策推進会議・経営会議・執行部説明会 

・在宅介護実態調査 
・すこやか長寿アンケ
ート 
・介護人材実態調査 
・居宅介護支援事業所
等アンケート調査 
（国からの指示に基づ
き先行実施） 
・介護保険施設等入所
申込者状況調査 
・有料老人ホーム等入
所申込状況調査 

【国からの基本指針案の提示】 


